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参考資料１ 

在留資格一覧表 

 

表 在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間 

外  交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構

成員，条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を

受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員として

の活動 

外国政府の大

使,公使,総領

事,代表団構成

員等及びその家

族 

外交活動の期

間 

公  用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する

者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動（この

表の外交の項に掲げる活動を除く。） 

外国政府の大使

館・領事館の職

員，国際機関等

から公の用務で

派遣される者等

及びその家族 

５年，３年，

１年，３月，

30日又は15日

教  授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研

究，研究の指導又は教育をする活動 

大学教授等 ５年，３年，

１年又は３月

芸  術 収入を伴う音楽，美術，文学その他の芸術上の活動（二の表の興行の

項に掲げる活動を除く。） 

作曲家，画家，

著述家等 

５年，３年，

１年又は３月

宗  教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の

宗教上の活動 

外国の宗教団体

から派遣される

宣教師等 

５年，３年，

１年又は３月
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報  道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関

の記者，カメラ

マン 

５年，３年，

１年又は３月
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表 在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間 

投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけ

るこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理

に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人（外

国法人を含む。以下この項において同じ。）若しくは本邦におけるこ

れらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しく

は当該事業の管理に従事する活動（この表の法律・会計業務の項に掲

げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされてい

る事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。） 

外資系企業等の

経営者・管理者 

５年，３年，

１年又は３月

法律・会計

業  務 

外国法事務弁護士，外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行

うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 

弁護士，公認会

計士等 

５年，３年，

１年又は３月

医  療 医師，歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている

医療に係る業務に従事する活動 

医師，歯科医師，

看護師 

５年，３年，

１年又は３月

研  究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活

動（一の表の教授の項に掲げる活動を除く。） 

政府関係機関や

私企業等の研究

者 

５年，３年，

１年又は３月

教  育 本邦の小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，専

修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教

育機関において語学教育その他の教育をする活動 

中学校，高等学

校等の語学教師

等 

５年，３年，

１年又は３月

技  術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学，工学その他の自然科

学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動（一の表

の教授の項に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項，医療の項か

ら教育の項まで，企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。）

機械工学等の技

術者 

５年，３年，

１年又は３月

人文知識 

・国際業務 

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学，経済学，社会学そ

の他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文

化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する

活動（一の表の教授の項，芸術の項及び報道の項に掲げる活動並びに

この表の投資・経営の項から教育の項まで，企業内転勤の項及び興行

の項に掲げる活動を除く。） 

通訳，デザイナ

ー，私企業の語

学教師等 

５年，３年，

１年又は３月

企 業 内 

転  勤 

本邦に本店，支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業

所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所に

おいて行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活

動 

外国の事業所か

らの転勤者 

５年，３年，

１年又は３月

興  行 演劇，演芸，演奏，スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活

動（この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。） 

俳優，歌手，ダ

ンサー，プロス

ポーツ選手等 

３年，１年,

６月,３月又

は15日 

技  能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属

する熟練した技能を要する業務に従事する活動 

外国料理の調理

師，スポーツ指

導者，航空機の

操縦者，貴金属

等の加工職人等 

５年，３年，

１年又は３月
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技能実習 一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 

 イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私

の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関

の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契

約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技

能，技術若しくは知識（以下「技能等」という。）の修得をする活動

（これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に

受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含

む。） 

技能実習生 １年,６月又

は法務大臣が

個々に指定す

る期間(１年

を超えない範

囲) 
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 ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体に

より受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に

基づき，当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契

約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活

動 

二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 

 イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が，当該技

能等に習熟するため，法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用

契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事す

る活動 

 ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が，当該技

能等に習熟するため，法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用

契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事す

る活動（法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の

責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。） 

 

 

 

表 在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間 

文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化

若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を

受けてこれを修得する活動（四の表の留学の項及び研修の項に掲げる

活動を除く。） 

日本文化の研究

者等 

３年，１年，

６月又は３月
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短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光，保養，スポーツ，親族の訪問，見学，

講習又は会合への参加，業務連絡その他これらに類似する活動 

観光客，会議参

加者等 

90日，30日又

は15日以内の

日を単位とす

る期間 

 

 

 

表 在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間 

留  学 本邦の大学，高等専門学校，高等学校（中等教育学校の後期課程を含

む。）若しくは特別支援学校の高等部，専修学校若しくは各種学校又

は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける

活動 

大学，短期大学，

高等専門学校及

び高等学校等の

学生 

４年３月，４

年，３年３月，

３年，２年３

月，２年，１

年３月，１年，

６月又は３月

研  修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活

動（二の表の技能実習の項の第一号及びこの表の留学の項に掲げる活

動を除く。） 

研修生 １年，６月又

は３月 
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四 家族滞在 一の表，二の表又は三の表の在留資格（外交，公用，技能実習及び短

期滞在を除く。）をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格を

もって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な

活動 

在留外国人が扶

養する配偶者・

子 

５年，４年３

月，４年，３

年３月，３年，

２年３月，２

年，１年３月，

１年，６月又

は３月 
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表 在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間 
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特定活動 法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該

当するものとして特に指定する活動 

イ 本邦の公私の機関（高度な専門的知識を必要とする特定の分野に

関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するも

のとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であ

って，法務大臣が指定するものに限る。）との契約に基づいて当該機

関の施設において当該特定の分野に関する研究，研究の指導若しくは

教育をする活動（教育については，大学若しくはこれに準ずる機関又

は高等専門学校においてするものに限る。）又は当該活動と併せて当

該特定の分野に関する研究，研究の指導若しくは教育と関連する事業

を自ら経営する活動 

ロ 本邦の公私の機関（情報処理（情報処理の促進に関する法律（昭

和四十五年法律第九十号）第二条第一項に規定する情報処理をいう。

以下同じ。）に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定め

る要件に該当する事業活動を行う機関であって，法務大臣が指定する

ものに限る。）との契約に基づいて当該機関の事業所（当該機関から

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律（昭和六十年法律第八十八号）第二条第二号に規定する派遣労

働者として他の機関に派遣される場合にあっては，当該他の機関の事

業所）において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を

要する情報処理に係る業務に従事する活動 

ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は

子として行う日常的な活動 

ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動 

ポイント制によ

る高度人材，高

等研究者，外交

官等の家事使用

人，ワーキン

グ・ホリデー，

経済連携協定に

基づく外国人看

護師・介護福祉

士候補者等 

 

５年，４年，

３年，２年，

１年,６月，３

月又は法務大

臣が個々に指

定する期間

(５年を超え

ない範囲) 

 

 

表 在留資格 本邦において有する身分又は地位 該当例 在留期間 

永 住 者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永

住の許可を受け

た者（入管特例

法の「特別永住

者」を除く。） 

無 期 限 

日本人の

配偶者等 

日本人の配偶者若しくは民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百

十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 

日本人の配偶

者・子・特別養

子 

５年，３年，

１年又は６月

永住者の

配偶者等 

永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者（以下「永

住者等」と総称する。）の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生

しその後引き続き本邦に在留している者 

永住者・特別永

住者の配偶者及

び本邦で出生し

引き続き在留し

ている子 

５年，３年，

１年又は６月
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二 

定 住 者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認

める者 

第三国定住難

民，日系３世，

中国残留邦人等 

５年，３年,

１年，６月又

は法務大臣が

個々に指定す

る期間(５年

を超えない範

囲) 

注１ 法務省入国管理局の資料による。 

２ 新しい在留管理制度の導入に伴い，「外交」，「興行」，「技能実習」，「文化活動」，「短期滞在」，「留学」，「研修」及び「永

住者」以外の在留資格について，在留期間の上限が５年に引き上げられた。 
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参考資料２ 

 

永住許可に関するガイドライン（平成18年３月31日 法務省入国管理局） 

 

１ 法律上の要件 

（１）素行が善良であること 

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を 

営んでいること 

（２）独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 

日常生活において公共の負担にならず，その有する資産又は技能等から見て将来に

おいて安定した生活が見込まれること 

（３）その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし，この期間のうち，

就労資格又は居住資格をもって引き続き５年以上在留していることを要する。 

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。 

ウ 現に有している在留資格について，出入国管理及び難民認定法施行規則別表第２に

規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと 

＊ただし，日本人，永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には，（１）及び

（２）に適合することを要しない。また，難民の認定を受けている者の場合には（２）

に適合することを要しない。 

２ 原則10年在留に関する特例 

（１）日本人，永住者及び特別永住者の配偶者の場合，実態を伴った婚姻生活が３年以上

継続し，かつ，引き続き１年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は１年

以上本邦に継続して在留していること 

（２）「定住者」の在留資格で５年以上継続して本邦に在留していること 

（３）難民の認定を受けた者の場合，認定後５年以上継続して本邦に在留していること 

（４）外交，社会，経済，文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で，

５年以上本邦に在留していること。 

＊「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。 
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参考資料３ 

 

出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の規定に基づき同法別表第２の

定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件（平成２年５月24日法務省告示第132

号 最近改正平成22年１月25日法務省告示第37号） 

 

出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号。以下「法」という。）第７条第１

項第２号の規定に基づき，同法別表第２の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定

めるものは，次のとおりとする。 

１ タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって，次のいずれにも

該当するもの 

イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め，我が国に対して

その保護を推薦するもの 

ロ 日本社会への適応能力がある者であって，生活を営むに足りる職に就くことが見込

まれるもの及びその配偶者又は子 

２ 削除 

３ 日本人の子として出生した者の実子（第１号又は第８号に該当する者を除く。）であ

って素行が善良であるものに係るもの 

４ 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある

ものの実子の実子（第１号，第３号又は第８号に該当する者を除く。）であって素行が

善良であるものに係るもの 

５ 次のいずれかに該当する者（第１号から前号まで又は第８号に該当する者を除く。）

に係るもの 

イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したも

のの配偶者 

ロ １年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者（第３

号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可，在留資格の変更の許可又は在

留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた

者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。）の配偶者 

ハ 第３号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可，在留資格の変更の許可

又は在留資格の取得の許可を受けた者で１年以上の在留期間を指定されている定住

者の在留資格をもって在留するもの（この号に該当する者として上陸の許可を受けた

者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。）の配偶者であって素行が善良である

もの 

６ 次のいずれかに該当する者（第１号から第４号まで又は第８号に該当する者を除く。）
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に係るもの 

イ 日本人，永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日

本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第71号）に定め

る特別永住者（以下「特別永住者」という。）の扶養を受けて生活するこれらの者の

未成年で未婚の実子 

ロ １年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者（第３

号，第４号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可，在留資格の変更の

許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。）の扶養を受けて生活する当該者

の未成年で未婚の実子 

ハ 第３号，第４号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可，在留資格の

変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で１年以上の在留期間を指定され

ている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者

の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの 

ニ 日本人，永住者の在留資格をもって在留する者，特別永住者又は１年以上の在留期

間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶

者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活す

るこれらの者の未成年で未婚の実子 

７ 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の６歳未満の養子（第

１号から第４号まで，前号又は次号に該当する者を除く。）に係るもの 

イ 日本人 

ロ 永住者の在留資格をもって在留する者 

ハ １年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者 

ニ 特別永住者 

８ 次のいずれかに該当する者に係るもの 

イ 中国の地域における昭和20年８月９日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げ

ることなく同年９月２日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同

日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの 

ロ 前記イを両親として昭和20年９月３日以後中国の地域で出生し，引き続き中国の地

域に居住している者 

ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施

行規則（平成６年厚生省令第63号）第１条第１号若しくは第２号又は第２条第１号若

しくは第２号に該当する者 

ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号）第２条第１項に規定する中国残留邦人等であって同条第３項に規

定する永住帰国により本邦に在留する者（以下「永住帰国中国残留邦人等」という。）
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と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族

であって次のいずれかに該当するもの 

(ⅰ) 配偶者 

(ⅱ) 20歳未満の実子（配偶者のないものに限る。） 

(ⅲ) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子（配偶者のないものに限

る。）であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けている

もの 

(ⅳ) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等（55歳以上であるもの又は日常生活

若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。）の永住帰国後の早期の

自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にする

ことが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったも

の 

(ⅴ) 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者 

ホ ６歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し

（通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。），

かつ，これらの者の扶養を受けている，又は６歳に達する前から婚姻若しくは就職す

るまでの間引き続きこれらの者と同居し，かつ，これらの者の扶養を受けていたこれ

らの者の養子又は配偶者の婚姻前の子 
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参考資料４ 

 

在留資格の変更，在留期間の更新許可のガイドライン 

（平成20年３月策定 平成21年３月，平成22年３月，平成24年７月改正） 

 

在留資格の変更及び在留期間の更新は，出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」と

いう。）により，法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可する

こととされており，この相当の理由があるか否かの判断は，専ら法務大臣の自由な裁量に

委ねられ，申請者の行おうとする活動，在留の状況，在留の必要性等を総合的に勘案して

行っているところ，この判断に当たっては，以下のような事項を考慮します。 

ただし，以下の事項のうち，１の在留資格該当性については，許可する際に必要な要件

となります。また，２の上陸許可基準については，原則として適合していることが求めら

れます。３以下の事項については，適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっ

ての代表的な考慮要素であり，これらの事項にすべて該当する場合であっても，すべての

事情を総合的に考慮した結果，変更又は更新を許可しないこともあります。 

なお，社会保険への加入の促進を図るため，平成22（2010）年４月１日から申請時に窓

口において保険証の提示を求めています。 

（注）保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とするこ

とはありません。 

１ 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 

申請人である外国人が行おうとする活動が，入管法別表第一に掲げる在留資格につい

ては同表の下欄に掲げる活動，入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄

に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。 

２ 入管法別表第１の２の表若しくは４の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動又は５

の表の特定活動の項の下欄（ロに係る部分に限る。）に掲げる活動を行おうとする者に

ついては，原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること 

法務省令で定める上陸許可基準は，外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準です

が，在留資格変更及び在留期間更新に当たっても，原則として上陸許可基準に適合して

いることが求められます。 

（注）「出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の規定に基づき同法別表第１の

５の表の下欄（ニに係る部分に限る。）に掲げる活動を定める件」（特定活動告示）

及び「出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の規定に基づき同法別表第２

の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」（定住者告示）の中では，申請人等

の年齢や扶養を受けていること等が要件とされているものがあり，このような要件

については，成長その他の事情により扶養を受ける状況が消滅する等，我が国入国
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後の事情の変更により，適合しなくなることがありますが，このことにより直ちに

在留期間更新が不許可となるものではありません。 

３ 素行が不良でないこと 

素行については，善良であることが前提となり，良好でない場合には消極的な要素と

して評価され，具体的には，退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為，不法

就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合

は，素行が不良であると判断されることとなります。 

４ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 

申請人の生活状況として，日常生活において公共の負担となっておらず，かつ，その

有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること（世帯単位

で認められれば足ります。）が求められますが，仮に公共の負担となっている場合であ

っても，在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には，その理由を十分勘案し

て判断することとなります。 

５ 雇用・労働条件が適正であること 

我が国で就労している（しようとする）場合には，アルバイトを含めその雇用・労働

条件が，労働関係法規に適合していることが必要です。 

なお，労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は，通常，申請

人である外国人に責はないため，この点を十分に勘案して判断することとなります。 

６ 納税義務を履行していること 

納税の義務がある場合には，当該納税義務を履行していることが求められ，納税義務

を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば，納税義務の不履

行により刑を受けている場合は，納税義務を履行していないと判断されます。 

なお，刑を受けていなくても，高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も，悪

質なものについては同様に取り扱います。 

７ 入管法に定める届出等の義務を履行していること 

入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は，入管法第19条

の７から第19条の13まで，第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの再交付申

請，在留カードの返納，所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要

です。 

 

〈中長期在留者の範囲〉 

入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で，次の①～⑤のい

ずれにも該当しない人 

①「３月」以下の在留期間が決定された人 

②「短期滞在」の在留資格が決定された人 
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③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人 

④ ①～③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 

⑤ 特別永住者 

 

注 法務省入国管理局の資料による。 
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参考資料５ 

在留特別許可に係るガイドライン 

（平成18年10月策定 平成21年７月改訂） 

 

第１ 在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項 

在留特別許可の許否の判断に当たっては，個々の事案ごとに，在留を希望する理由，

家族状況，素行，内外の諸情勢，人道的な配慮の必要性，更には我が国における不法滞

在者に与える影響等，諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており，その際，考

慮する事項は次のとおりである。 

積極要素 

積極要素については，入管法第50条第１項第１号から第３号（注参照）に掲げる事由の

ほか，次のとおりとする。 

１ 特に考慮する積極要素 

（１）当該外国人が，日本人の子又は特別永住者の子であること 

（２）当該外国人が，日本人又は特別永住者との間に出生した実子（嫡出子又は父から認

知を受けた非嫡出子）を扶養している場合であって，次のいずれにも該当すること 

ア  当該実子が未成年かつ未婚であること 

イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること 

ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上，監護及び養育して

いること 

（３）当該外国人が，日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合（退去強制

を免れるために，婚姻を仮装し，又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。）であ

って，次のいずれにも該当すること 

ア 夫婦として相当期間共同生活をし，相互に協力して扶助していること 

イ 夫婦の間に子がいるなど，婚姻が安定かつ成熟していること 

（４）当該外国人が，本邦の初等・中等教育機関（母国語による教育を行っている教育機

関を除く。）に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し，当該実子を監護及

び養育していること 

（５）当該外国人が，難病等により本邦での治療を必要としていること，又はこのような

治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること 

２ その他の積極要素 

（１）当該外国人が，不法滞在者であることを申告するため，自ら地方入国管理官署に出

頭したこと 

（２）当該外国人が，別表第二に掲げる在留資格（注参照）で在留している者と婚姻が法

的に成立している場合であって，前記１の（３）のア及びイに該当すること 
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（３）当該外国人が，別表第二に掲げる在留資格で在留している実子（嫡出子又は父から

認知を受けた非嫡出子）を扶養している場合であって，前記１の（２）のアないしウ

のいずれにも該当すること 

（４）当該外国人が，別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未

成年・未婚の実子であること 

（５）当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること 

（６）その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること 

消極要素 

消極要素については，次のとおりである。 

１ 特に考慮する消極要素 

（１）重大犯罪等により刑に処せられたことがあること 

＜例＞ 

・ 凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること 

・ 違法薬物及びけん銃等，いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられた

ことがあること 

（２）出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること 

＜例＞ 

・ 不法就労助長罪，集団密航に係る罪，旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処

せられたことがあること 

・ 不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること 

・ 自ら売春を行い，あるいは他人に売春を行わせる等，本邦の社会秩序を著しく乱す

行為を行ったことがあること 

・ 人身取引等，人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること 

２ その他の消極要素 

（１）船舶による密航，若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと 

（２）過去に退去強制手続を受けたことがあること 

（３）その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること 

（４）その他在留状況に問題があること 

＜例＞ 

・ 犯罪組織の構成員であること 

第２ 在留特別許可の許否判断 

在留特別許可の許否判断は，上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項

について，それぞれ個別に評価し，考慮すべき程度を勘案した上，積極要素として考

慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には，在留特別

許可の方向で検討することとなる。したがって，単に，積極要素が一つ存在するから
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といって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく，また，逆に，消極要

素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもない。 

主な例は次のとおり。 

＜「在留特別許可方向」で検討する例＞ 

・ 当該外国人が，日本人又は特別永住者の子で，他の法令違反がないなど在留の状況

に特段の問題がないと認められること 

・ 当該外国人が，日本人又は特別永住者と婚姻し，他の法令違反がないなど在留の状

況に特段の問題がないと認められること 

・ 当該外国人が，本邦に長期間在住していて，退去強制事由に該当する旨を地方入国

管理官署に自ら申告し，かつ，他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がな

いと認められること 

・ 当該外国人が，本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在

学している実子を同居した上で監護及び養育していて，不法残留である旨を地方入国

管理官署に自ら申告し，かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況

に特段の問題がないと認められること 

＜「退去方向」で検討する例＞ 

・ 当該外国人が，本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの，不法就労助長罪，

集団密航に係る罪，旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど，出入国管理

行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること 

・ 当該外国人が，日本人と婚姻しているものの，他人に売春を行わせる等，本邦の社

会秩序を著しく乱す行為を行っていること 

 

（注） 出入国管理及び難民認定法（抄） 

（法務大臣の裁決の特例） 

第50条 法務大臣は，前条第３項の裁決に当たって，異議の申出が理由がないと認める場

合でも，当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは，その者の在留を特別

に許可することができる。 

一 永住許可を受けているとき。 

二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。 

三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。 

四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。 

２，３（略） 

別表第二 （略） 

注 法務省入国管理局の資料による。 
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